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信州大学は信州大学男女共同参画宣言及び信州大学男女共同参画基本方針に則

り、以下に掲げる行動計画を実施いたします。また、各部局は、行動計画の達成に

向けて積極的な取組みを推進します。 

 

１．男女共同参画の推進体制の確立 

 ・男女共同参画推進委員会の下に女性研究者支援室及びワーク・ライフ・バラ

ンス推進室等を設置し、男女共にその能力・個性を十分に発揮することがで

きる環境及び体制作りを行う。 

 

２．女性研究者の応募・採用拡大と育成の促進及び研究活動の支援 

 ・女性研究者の応募・採用拡大のため積極的改善措置（ポジティブアクション）

を実施し、女性研究者比率を向上させる。 

 ・女性研究者がその能力を最大限発揮できるように、研究補助者制度やメンタ

ー制度の導入など研究環境の整備を行う。 

 

３. 大学運営に関する女性参画の推進 

 ・女性教員の大学運営諸会議への参画を進める。 

 ・女性教職員の昇進・昇格を推進する。 

 

４．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 ・時間外労働の縮減と年次休暇の取得を推進する。 

 ・育児休業、介護休業、短時間勤務制度等の利用を促進する。 

 ・ユビキタスネットワークの利活用を促進する。 

 ・学内保育所の拡充及び円滑な運営を進める。   

  

５．男女共同参画に関する教育・啓発活動と学内外の協力・連携 

・男女共同参画に関する講義・セミナーやシンポジウム等を実施する。 

・男女共同参画に関する意識啓発活動を教職員及び学生に対して実施する。 

・男女共同参画推進に向けた学内意識・実態の定期的調査と情報公開を行う。 

・男女共同参画に関わる国内外の機関・団体等との協力・連携を推進する。 

 


